
～事業主も加入できる労災保険の特別加入制度とは～ 
 

 

Q 中小事業主も加入ができる特別加入制度があると聞きました。 

どのようなものですか。？ 

A 中小企業の事業主や役員は一般の労働者とは異なり、原則として労災保険の対象外です。 

しかし中小事業の事業主等は一般の労働者と同様に働いている場合が多く、そのような中小

の事業主等を保護するため「特別加入制度」が用意されています。 

 

この制度を利用すれば事業主や家族従事者、法人役員なども万が一の業務災害や通勤災害に

備えることができます。加入にはいくつか条件があり、対象となるのは一定規模以下の中小企

業(業種ごとに労働者数の上限あり)で労働保険事務組合に事務を委託することが必要です。 

 

保険料については加入者が自ら「給付基礎日額」を選び、それに応じて年額保険料が決まりま

す。給付基礎日額は３,５００円から２５,０００円までの 16 等級から選択することができます。 

高い日額を選べばその分給付額も大きくなりますが保険料も上がる仕組みです。 

 

特別加入では一般の労働者と同様に業務災害や通勤災害に対する給付を受けることができま

す。たとえば、業務中、通勤中のケガによる治療費、休業中の給付、障害が残った場合の給付な

どが含まれます。安心して事業を運営するためにも特別加入制度の活用をぜひ検討してみてく

ださい。 

 

労働保険事務組合とは事業主が行うべき労働保険の事務を処理することについて厚生労働大

臣の認可を受けた団体です。事務組合が労働保険（労災保険と雇用保険）の成立申告・納付な

どの手続きを代行するので事務を軽減することができます。 

 

お問い合わせは、 ☎03・５８２８・７２００ 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



給付基礎額

A

保険料算定基礎額

B＝A×365日

年　間　保　険　料
年間保険料＝保険料算定基礎額（注）

×
保険料率（3/1000）

25,000円 9,125,000円 27,375円

24,000円 8,760,000円 26,280円

22,000円 8,030,000円 24,090円

20,000円 7,300,000円 21,900円

18,000円 6,570,000円 19,710円

16,000円 5,840,000円 17,520円

14,000円 5,110,000円 15,330円

12,000円 4,380,000円 13,140円

10,000円 3,650,000円 10,950円

9,000円 3,285,000円 9,855円

8,000円 2,920,000円 8,760円

7,000円 2,555,000円 7,665円

6,000円 2,190,000円 6,570円

5,000円 1,825,000円 5,475円

4,000円 1,460,000円 4,380円

3,500円 1,277,500円 3,831円

（注）特別加入者全員の保険料算定基礎額を合計した額に千円未満の端数が生じる
　　　ときは端数切り捨てとなります。
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